
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   





はじめに 

こどもや子育て家庭を取り巻く環境は多様化し、また、放課後ルーム

や保育所などの待機児童の解消、児童虐待の発生予防など課題も多岐に

わたっております。そのような中、本市では、令和７年 3 月に「第３期

船橋市子ども・子育て支援事業計画、第５次船橋市ひとり親家庭等自立

促進計画、船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」（以

下「第３期計画等」という。）を策定し、こどもと子育て家庭を支援して

まいりました。 

一方、国においては、全てのこども・若者が、将来にわたって身体的・

精神的・社会的に幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現を目指すため、「こども基本法」

を制定しました。こども基本法では、こども施策の基本理念などを明確にし、国や県、市など社

会全体でこどもや若者に関する取り組みである「こども施策」を進めることとされています。 

本市においても、「こども基本法」の理念などを基に「こども施策」を推進するため、第３期計

画等を拡充し、こども・若者、子育て支援の一層の推進を図るための一体的な計画として「船橋

市こども計画」を策定いたしました。 

この計画では、『「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が輝くまち・ふなばし」をめざして』

を基本理念とし、ライフステージに応じた切れ目のない支援を推進することとしています。 

また、こども・若者一人ひとりの権利が等しく尊重され、心豊かに笑顔にあふれ生き生きと育

つことができる環境を作ることは、私たち大人の責務です。本市のまちづくりに関わってくださ

っている皆様と共に、こども・若者が将来に夢と希望を持ちながら育ち、また保護者が喜びや生

きがいを感じながら安心して子育てができるよう環境の整備に取り組んでまいります。 

結びに、計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました「船橋市子ども・子育

て会議」の委員の皆様、アンケート調査やパブリック・コメント等にご協力いただきました多く

の皆様に心より感謝申し上げます。 

令和８年３月

船橋市長 松戸 徹 
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